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第95回接続料の算定等に関する研究会 

 

日時  令和７年５月16日（金）10:00～11:16 

場所  オンライン会議による開催 

出席者 （１）構成員 

相田 仁 座長、関口 博正 座長代理、酒井 善則 構成員、 

佐藤 治正 構成員、高橋 賢 構成員、武田 史子 構成員、 

西村 真由美構成員 

（以上７名） 

（２）オブザーバー 

東日本電信電話株式会社 田中 康之  相互接続推進部 部長 

種村 青治  経営企画部 営業企画部門 

 部門長 

西日本電信電話株式会社 木下 雅樹 経営企画部 営業企画部門  

部門長 

                   熊崎 裕亮 相互接続推進部 制度・料金部門 

部門長 

ＫＤＤＩ株式会社       橋本 雅人  相互接続部 部長 

                        野平 秀典 相互接続部 推進１ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

         ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

田淵 翔  相互接続部 推進２ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

ソフトバンク株式会社  伊藤 健一郎 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部  

相互接続部 部長 

原 裕樹   渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部  

相互接続部 担当課長 

植田 朝子  渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部  

相互接続部 課長  

       一般社団法人テレコムサービス協会 

       中野 一弘 ＭＶＮＯ委員会運営分科会主査 
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                   三宅 義弘 ＭＶＮＯ委員会運営分科会副主査 

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 

小畑 至弘 常任理事 

立石 聡明 副会長兼専務理事 

一般社団法人ＩＰｏＥ協議会 

石田 慶樹 理事長 

株式会社ＮＴＴドコモ   東原 弘  経営企画部 接続推進室長 

            近藤 史顕 経営企画部 料金企画室  

担当部長 

 

    (３）総務省 

湯本総合通信基盤局長、吉田総務課長、飯村事業政策課長、井上料金サー

ビス課長、小川料金サービス課課長補佐、廣瀬料金サービス課課長補佐 

 

■議事概要 

 

■議事模様 

〇 モバイル接続料の検証について 

【相田座長】  座長の相田でございます。本日の議事進行を務めさせていただきます。 

 それでは、ただいまから、接続料の算定等に関する研究会の第95回会合を開催いたしま

す。 

 本日、構成員は、オンライン会議にて、西村暢史構成員を除く７名の出席となっており

ます。 

 それでは、早速、議事に入りたいと思います。まず、議題（１）は「モバイル接続料の

検証について」でございます。本件につきましては、昨年度に届出がなされたモバイル接

続料について、総務省の検証を踏まえ、更なる適正性を確保するための論点について事務

〇 モバイル接続料の検証について 

    ・ 事務局より、資料95－１について説明が行われた後、質疑が行われた。 

〇 関門系ルータ交換機能の接続料の算定方法について 

・ 事務局及び東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社より、それぞれ

資料95－２及び資料95－３について説明が行われた後、質疑が行われた。 
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局より御説明いただき、その後、意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局より資料95－１に基づき説明） 

 

【相田座長】  ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明に

つきまして御質問、御意見がございます構成員の方は、挙手いただければ私のほうで順に

指名させていただきますし、それが難しいようでしたら、直接マイクをオンにしてお声か

けいただいても結構でございます。いかがでございましょうか。 

 それでは、まず高橋構成員、お願いいたします。 

【高橋構成員】  高橋です。資料90ページの原価の適正性の確保に向けた論点のステッ

プ１の空中線設備について、資料に記載されているような悩ましい問題があり、意見を聞

いていくとなかなか決めづらいという点があると思います。そのため、影響から逆引きし

て、比率を決めてしまうということも考えられるかと思います。影響からの逆引きの幾つ

かのシミュレーションをして、比率を決めてしまうという方法も検討してはいかがかと思

います。これはコメントです。 

 以上です。 

【相田座長】  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 では、今の高橋構成員からのコメントにつきまして、事務局から何かございますか。 

【廣瀬料金サービス課課長補佐】  ありがとうございます。そういった考え方も一つあ

るのではないかという御意見だと思いますので、ヒアリングの結果等も踏まえて御議論い

ただければと思っております。 

【相田座長】  では続きまして、酒井構成員、お願いいたします。 

【酒井構成員】  酒井です。全体について、よくまとまっていると思います。設備の冗

長化に関する論点について、どのように冗長化するかという点につきＭＶＮＯとＭＮＯと

の間で大体話合いがまとまりつつあるということは良いことだと思います。しかし、例え

ばＮＴＴドコモやその他のＭＮＯも、冗長用の設備については、ふだん使っていないため、

その分については接続料に含めないという説明をされていると思います。そこまで影響は

ないのかもしれませんが、理屈だけ述べれば、もしその冗長用の設備によってネットワー

クの品質が上がるのであれば、また、それをＭＶＮＯも使えるのであれば、場合によれば
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接続料に算入してもおかしくはないと思います。他方、それは実際の大きさと、また、そ

こまで一々配線を引かなければいけないという点もありますので、その辺も考慮して、適

当なところで妥協点を結べばいいと思います。 

 以上です。 

【相田座長】  ありがとうございました。ただいまの件につきまして、事務局から何か

ございますか。 

【廣瀬料金サービス課課長補佐】  ありがとうございます。なかなか説明が難しいとこ

ろですが、冗長分にも２種類あるということかと思っていまして、例えば121ページの表、

非開示の部分ですが、御覧いただければと思います。①冗長分を含む設備容量と、②接続

料算定に用いる需要の数字は差がありますが、この差分であるＭＮＯの冗長設備に係る費

用については接続料原価に含まれていますので、接続料で皆さんで負担しながら使ってい

く部分になっているかと思います。他方で、ＭＶＮＯがＰＯＩを二重化する際に、緊急時

用のＰＯＩのために更に冗長分の帯域を確保しておくということは、それはそれで冗長の

確保の仕方としてあるのでしょうが、そこは普段は使わない部分なので二重に接続料はい

ただかないということでして、冗長にも２種類あるということかと認識をしております。

具体的な質問等ありましたら、事業者にも質問いただければと思います。 

【相田座長】  酒井先生、よろしいでしょうか。 

【酒井構成員】  どうもありがとうございます。その冗長分というものをＭＶＮＯも全

部享受するようなものであれば接続料に算入しても良いと思いますし、そうでないもので

あれば算入する必要はないと思っておりまして、その線引きが難しければ、適当なところ

でやればいいかと思います。 

 以上です。 

【相田座長】  ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、関口構成員、お願いいたします。 

【関口座長代理】  ありがとうございます。関口でございます。120ページの東西間の冗

長性確保について、ＭＶＮＯさんも全国規模で事業展開されている場合には、東京又は大

阪拠点のどちらかがいっぱいになったときは片方流してあげるということも必要になると

思いますので、エリア内の冗長性確保だけではなくて、東西間でも確保できるようにして

いただくことを促進することも業界のために良いことだと思っております。 

 以上です。 
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【相田座長】  ありがとうございました。ただいまの件につきまして、事務局から何か

ございますか。 

【廣瀬料金サービス課課長補佐】  ありがとうございます。昨年の説明に比べると、今

年の状況を見ると、先生御指摘の部分は良い方向に進展してきているかと思いますが、引

き続き、ほかの事業者の状況も確認し続けていくということかと理解しております。あり

がとうございます。 

【相田座長】  ほかにいかがでしょうか。この件につきましては、次回、事業者ヒアリ

ングを予定しておりまして、事業者にお聞きになりたい事項等ございましたら、事前に事

務局まで御連絡いただければ、事業者に説明を準備していただくことも可能かと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

〇 関門系ルーター交換機能の接続料の算定方法について 

【相田座長】   それでは、２番目の議題に移りたいと思います。議題の（２）は「関門

系ルーター交換機能の接続料の算定方法について」でございます。本件は、本研究会第六

次報告書の内容を踏まえ、関門系ルーター交換機能の接続料の算定方法について検討を行

うものです。まず事務局より御説明いただいた後、ＮＴＴ東日本・西日本からヒアリング

を行い、それらを踏まえて意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、まず事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局より資料95－２に基づき説明） 

 

【相田座長】  ありがとうございました。それでは引き続き、ＮＴＴ東西に対するヒア

リングを行いたいと思います。 

 それでは、ＮＴＴ東日本・西日本様、御説明をお願いいたします。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  ＮＴＴ東日本の田中でございます。東西を代表して田中か

ら御説明いたします。 

 まず表紙ですけれども、ゲートウェイルータの接続料算定方式に係る当社の考え方につ

いて、これから説明させていただきます。 

 ページをめくっていただいて、「はじめに」のところです。今、事務局からも説明があっ

たように、当分の間、経過措置として利用中止費の扱いとすること、及び算定については
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網改造料に準じることとして、現時点においても同様の対応をしております。なお、第六

次報告書においては、当社の単県ＰＯＩの開設に伴い、ＶＮＥ事業者様が利用するＰＯＩ

種別、ポート数の変動が生じたり、各社の戦略に応じてＰＯＩの利用形態が多様化したり

するといったような変動期においては原則に戻すことが適当でないということで2025年に

改めて検討することとされておりますので、本日は、ＰＯＩの開設状況及びＶＮＥ事業者

様の各ＰＯＩの利用状況並びに私たちの算定方法に関する考え方について説明させていた

だきます。 

 次のページ、よろしくお願いします。ＩＰｏＥ方式のＰＯＩ開設状況及び追加となった

開設の計画について御説明いたします。 

 まず１ポチ目について、本件に関わる前回のプレゼン時、2022年４月から現在に至るま

で、橙色の25県において、単県ＰＯＩが開設済みとなっています。黄色の２県においては

今月末に開設予定で動いております。また、第六次報告書取りまとめ時点で開設計画が具

体化していなかった緑色の残りの６県については、事業者様と協議をさせていただいてい

て、御要望に基づいて、2027年から2028年の間の開設を目指して現在調整を進めておりま

す。 

 次のページをお願いします。各ＰＯＩの利用状況について、前回のプレゼン時、2022年

２月に比べてどういう状況になっているかという点を簡単にまとめてございます。まず全

国ＰＯＩについては、複数事業者様の利用中止によって利用ポート数が減になっておりま

す。続いてブロックＰＯＩについて、単県ＰＯＩ未開設のところは除いてどうなっている

かというと、やはりここも複数事業者様の利用中止による利用ポート数の減という状況に

なっています。３つ目のレ点のところ、単県ＰＯＩについては、全ＰＯＩで利用ポート数

が増えている状況になっています。 

 これらの変動、今後もＰＯＩの開設が継続するということを踏まえると、トラヒックが

増えているという定常的な増設だけでなく、当面の間は単県ＰＯＩへの移行が段階的に行

われるのではないかと想定しています。なお書きのところについて、事業者様においてど

の程度、移行のばらつきというか、余地があるかといった点を数字上確認しまして、※印

で記載しておりますが、事業者様ごとの利用中止率について、分母を利用開始ポート数と

し、分子を利用中止ポート数として算出してみたところ、事業者様によってやはりばらつ

きがあるということで、０から66.7％となっております。そういう状況ですので、事業者

様によって、スピードも異なりますし、戦略的な経営計画といったものに基づいてやって
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いるということが見えると思います。また、まだまだ余地があるということもこうした数

字から読み取れるのではないかということで、補足的に載せています。 

 最後のところ、ＶＮＥ事業者様との協議状況について、これはいつか利用中止費の扱い

が原則に戻るということも踏まえて、利用中止時期の具体化といった移行に必要な検討要

素について、資料に記載の回数でディスカッションを行わせていただいております。 

 次ページ以降は、ＶＮＥ事業者様の各ＰＯＩの利用状況についてまとめているものでご

ざいますけれども、こちらは御確認いただければと思います。 

 では、めくっていただいて最後のページです。最後のまとめについて、2025年４月現時

点においてもＶＮＥ事業者様が利用するＰＯＩ種別・ポート数については、やはり変動が

生じているのではないかという点、また、今後においても一部事業者様から御要望いただ

いているという点、そして第六次報告書の取りまとめ時点では具体化されていなかった単

県ＰＯＩの開設計画も追加となったという点、これらを踏まえると、ＰＯＩ開設に伴う変

動は今後も続くということが想定されます。 

 「したがって」のところですが、現時点においても変動期が続いているため、網使用料

での算定に戻すのは適切ではないのではないかと思っています。経過措置の継続要否につ

いては、先ほども御説明しましたとおり、単県ＰＯＩの開設完了後にＶＮＥ事業者様がど

ういった計画をしているか等、そうした点を踏まえて丁寧に検討することが必要ではない

かと考えております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

【相田座長】  ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの説明及び

ＮＴＴ東日本・西日本さんからの御説明につきまして御質問、御意見ございます構成員の

方は、また挙手いただければと思いますが、いかがでございましょうか。 

 では、私から。今回の本題からは少し外れますが、単県ＰＯＩに移行するために、又は

移行した後に、集約ＰＯＩ又はブロックＰＯＩの利用を中止される事業者さんがいらっし

ゃるということでした。この利用中止費の計算方法において、単県ＰＯＩに移る場合と、

現状おそらくないのかと思いますが、本当に事業撤退するからやめるような場合での利用

中止費の扱いは全く同一なのでしょうか。もしＰＯＩを移すことによって転用可能な設備

等があるのであれば、その分は何がしか考慮されてもいいのかなという気もします。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  田中です。まず、同じか別かというと、考え方は同じでご

ざいます。その中で、結局転用できるかどうかというのは、そのときのネットワークの状
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況等によりまして、転用可能であれば当然しますし、できなければしないということです。

要は別ではなくて、同じ考えで計算しますが、そのときの状況に応じて転用可否を判断す

るということになっております。 

【相田座長】  転用可であったとしても、利用中止費の算定においては、それは特に影

響しないということなのでしょうか。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  それは網改造料のことでよろしいですか。 

【相田座長】  はい。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  実際に創設費ベースで考えたときに、物品代と取付費とい

うものがありまして、転用可の場合は、取付費の方のみいただくという考えでございます。 

【相田座長】  要するに実際に転用可能、利用できるかどうかでもって、実際にかかる

費用は多少異なるケースがあるという理解でよろしいでしょうか。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  そうですね。おっしゃるとおりでございます。 

【相田座長】  ありがとうございました。ほかいかがでございましょうか。 

 それでは、佐藤先生、お願いいたします。 

【佐藤構成員】  佐藤です。ありがとうございます。前回、議論して何年か経っている

ため、きちんと記憶していないところもあるので、幾つか確認になります。 

 まずは、資料95－３の５ページ、ポート数がどう変わっていったかという資料について、

これを見ると、東日本の集約ＰＯI から、まずブロックＰＯI に移って、ブロックＰＯI 

から単県ＰＯIに移行しているように見えます。ただ、ブロックも北関東では減っていて、

おそらく北関東を中心に単県ＰＯI に移って、東北や甲信越辺りは、単県ＰＯI が整って

いないためまだ減っておらず、移行が進んでいない様子。これから単県ＰＯI の接続が増

えると、東北等もブロックＰＯIが減り始めて、単県ＰＯIの接続に移行するという理解で

よいでしょうか。 

 また、ポート数の増減は、移行だけではなく、トラヒックが伸びていくことで全体的に

ポート数が増えるといった傾向があるということですね。そこで、ＶＮＥ事業者は何故単

県ＰＯI に移っていくのか。トラヒックの伸びやトラヒックの面的な広がり、あるいは集

約されたＰＯＩに接続するためのコストといったものに何か閾値があり、移行が進むのか。

県単位にだんだん移っていく実態や、ＶＮＥ事業者が単県ＰＯＩに移行する理由・メリッ

トといった点について少し話していただきたいと思います。もう１点、数値的には西に比

べて東は県単位のＰＯＩへの移行が遅れているように見えるところ、これは単にコストメ
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リットでの判断というか、トラヒックがやはり伸びていないといったマーケットの事情が

あるということなのか伺いたいと思います。 

 最後にもう一つ、基本的には、単県ＰＯＩへの移行が進んでいけば、網使用料として接

続料を設定することで良いのではないかという判断だったと思いますが、その前提となる

考え方を伺いたいと思います。県単位の接続になると網使用料に変更しても、例えば長く

使っていたＶＮＥ事業者の方の負担が減る、あるいは公平性が増すといった理由があるの

でしょうか。各社が投資して自己負担したものが減価償却し終わっているといった経済的

な理由があって、単県ＰＯI に移行することで網改造費から網使用料へスムーズに移行で

きるといったことなのでしょうか。その辺の考え方も併せて説明いただけるとありがたい

です。 

 以上です。 

【相田座長】  それでは、ＮＴＴ東日本・西日本さん、お願いできますでしょうか。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  まず、東北等のエリアについて、おっしゃるとおり、単県

ＰＯＩの開設が進めば、ブロックＰＯＩも減ってくると思っています。 

 ２つ目、ポート数というのは何によって変動するのかといった点について、おっしゃる

ように、トラヒックが伸びれば当然ポート数は足りなくなるため、増設するということは

あります。 

 ３つ目、何でＶＮＥ事業者様が県単位に移っていくのかという点について、我々の立場

から言えば、お申込みいただいているからということになりますが、おそらく単純に言う

と経済原則に則っているということなのではないかと思っています。我々も実は全国集約

ＰＯＩやブロックＰＯＩを使っていただきたいと思っているのですが、それよりも自ら県

間区間伝送路を調達した方が安いという、そういう経済原則に基づいてＶＮＥ事業者様が

移られていると思います。 

 ４つ目が、西に比べて東が遅れているのはなぜかという点について、我々にお申込みい

ただいたタイミングがそうだったということにはなりますが、おそらく先ほど申し上げた

ように経済原則に基づきながら、ＶＮＥ事業者様のほうで様々検討した結果、そうした順

番になっているのではないかという想定でございます。 

 最後に、県単位への移行が進めば網使用料に切り替えて良いというその前提の考え方に

ついて、我々が思っているのは、利用中止費がやはり問題になっていると思います。要は

単県ＰＯＩに移行されれば、佐藤先生からも御指摘があったように、例えばブロックＰＯ
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Ｉが利用中止になるということがあります。そうすると当然、装置が転用できるかどうか

といった話もありますし、ただ、それ以外に設置費用といったものを必ず頂くということ

になりますので、そのような中で、網使用料として接続料を設定すると、利用中止費が、

その利用中止に関係ない事業者様にも負担が転嫁されてしまうということで、その点が今

回の議論のポイントだと思っています。単県ＰＯＩが全部開設されて一定の時期が過ぎれ

ば、そうしたことが落ち着くのではないかということで、このような考えを申し上げてお

ります。 

 以上ですが、よろしいでしょうか。 

【佐藤構成員】  少し分かってきました。そういう意味では、集約ＰＯＩ中止のコスト

が本当にどのぐらいあるのかという点を何か数字で確認できると良いと思います。単県Ｐ

ＯＩに移ることで発生する集約ＰＯＩ中止に伴う費用が大きければ移行しないはずで、集

約ＰＯＩ中止に伴うコストがどのように発生するのか、移行のタイミングで、償却も終わ

ってくる設備等があるかもしれません。ポート等転用できれば、トラヒックが伸びていて

他事業者に使ってもらえれば、中止のコストも変わるかもしれない。集約ＰＯI から単県

ＰＯI に移行するにあたり、意思決定に必要なリアルなコスト、負担について、その時間

軸や需要の変動に伴いどのように動いていくのか見えるといいと考えます。 

 もう１点だけ、ＶＮＥ事業者に対する意思決定の経済的な背景を伺いましたが、ＮＴＴ

東西さんに対する経済的な影響を教えてください。集約ＰＯＩでつないでくれたほうが、

ＮＴＴ東西としては各県に県単位で作らなくてよい分、コスト的には良いようにも思うの

ですが、県単位にして、ＶＮＥ事業者さんの要望に応えて投資を打っているということは

経済的にはマイナスなのか。あるいは、コストベースで料金を設定していれば、どちらに

つないでいただいても損も得もないメリットもデメリットもないということでしょうか。

ＮＴＴ東西としてはどのような負担や利害があるのか、教えてください。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  まず最初の御質問について、転用できるかどうかは状況に

よってまちまちなので、個人的な所感ですが、トレンドのようなものを出すのは少し難し

いかと思います。 

 ２つ目について、要は集約的なほうが良いのか、それとも県単位のほうが良いのか、Ｎ

ＴＴ東西としてはどちらが良いかという点について、確かにゲートウェイルータ自体の費

用はＶＮＥ事業者様に負担いただいていますが、ただ、そこまで接続するまでの設備や網

内のことを踏まえると、正直、集約されている方が我々のネットワーク的には効率的なの
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ではないかという点はございます。ただ、やはりＶＮＥ事業者様は戦略的パートナーです

ので、お互いがウィン・ウィンになるところを見い出しながらやっているというのが現状

だと思っています。 

 以上になります。よろしくお願いします。 

【佐藤構成員】  丁寧に答えていただいたと思うので、基本的な点は少し分かりました。

ありがとうございました。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  ありがとうございます。 

【相田座長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 では私からも、今の佐藤先生からの御質問に多少関連しますが、今のこのＰＯＩの利用

状況を見ると、一部のブロックＰＯＩではもう利用者がいなくなるケースが考えられると

いう状況になりますと、これはもうＰＯＩ自体を廃止するというようなことになるのでし

ょうか。そうした場合、今度10者目の事業者がつなぎたいといった希望を出したときに、

そこはもう使えないというようなことになるのか、そこについてお考えをお聞かせいただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】   要はブロックＰＯＩについて、もう全事業者様が使わな

くなった場合で、かつ今後も使われないだろうというときには、基本的に無駄な設備にな

ってしまうので、それは閉じるということになるかと思っています。 

【相田座長】  そういう10者目が出てきそうかどうかという雰囲気も踏まえながら、そ

こは判断されるということでしょうか。 

【ＮＴＴ東日本・西日本】  おっしゃるとおり、出てくることが分かっていてやはり潰

すというのは非効率のため、そうした点も鑑みながら判断していくということでございま

す。 

【相田座長】  ありがとうございました。ほかにいかがでございましょうか。 

 特にございませんようでしたら、この件につきましては、これで本日の意見交換は終了

したいと思いますが、先ほどの１件目の議題を含めまして、本日終了後、追加でお聞きに

なりたい事項やコメント等ございましたら、事務局にて取りまとめていただきますので、

来週の金曜日、５月23日までにメール等で事務局までお寄せいただければと思います。 

 それでは、次回の会合等につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

【小川料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。本日はありがとうございまし

た。 
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 次回会合の詳細につきましては、別途、事務局より御連絡差し上げるとともに、総務省

ホームページに開催案内を掲載させていただきます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【相田座長】  以上で事務局に御用意いただいた議題は終了いたしましたけども、全体

を通じまして御発言の御希望ございましたらお受けしたいと思いますが、よろしゅうござ

いますでしょうか。 

 特にございませんようでしたら、これをもちまして第95回会合を終了したいと思います。

本日も御参加いただき、御協力いただきまして、どうもありがとうございました。 

 

以上 


